
池田ふれあいサポートセンター 

  

 
 

「コミママ」とは？ ・・・ 

子育てのサポートを受けたい人（利用会員）と子育てのサポートを行いたい人（サポート会員）が

会員となり、相互援助活動を行うことにより、子育て家庭を地域で支援するものです。 

【コミママの仕組み】 

 

 

 

      ②サポートの                                      ③援助の依頼 

       申し込み   ①事前登録                       ①事前登録 

                 

 

  

 

                              

 

 

【対象者】◆利用会員◆ 

池田町在住の乳幼児から小学校 6年生までのお子さんの保護者、又は祖父母。 

◆サポート会員◆ 

保育士、幼稚園教諭、小中学校教諭、看護師等、その他保育に関する知識のある人で、 

かつ、子育ての援助に理解と意欲のある心身共に健康な人。 

【サポート内容】 ★利用者の外出時（美容室や病院など）のお子さんの一時預かり。 

         ★保育参観、学校行事時などのお子さんの一時預かり。 

         ★保育園、幼稚園、小学校休日時のお子さんの一時預かり。 

         ★妊産婦等の心身の負担を軽減するためのきょうだいの一時預かり。 

         ★産後の沐浴等の育児支援。 

 

子育てを応援！ 

子育てのサポートを 

行いたい 

サポート会員 

子育ての援助を 

受けたい  

利用会員 

相互援助 

登録、お待ち 

しています！ 



※病気のお子さんは本事業ではお預かりできません。 

⇒ 病児・病後児保育室ひまわりをご利用ください。 

※送迎は行いません。 

 

【利用場所】①利用会員・サポート会員の自宅 

       ②子育て支援センター（未就園児のみ） 

       ③児童館 

       ④池田ふれあいサポートセンター 
 

※②③④については、各施設の定める時間とします。又各施設の都合により使用できないこともあ

ります。 

 

【利用料金】（お子さん１人あたり） 

区分 利用時間 利用料金 

平日 

８：００～１８：００ 500円 ／ 1時間 

７：００～８：００ 

１８：００～１９：００ 
600円 ／ 1時間 

土日祝 

８：００～１８：００ 700円 ／ 1時間 

７：００～８：００ 

１８：００～１９：００ 
900円 ／ 1時間 

上記以外の時間（要相談）  1，000円 ／1時間 

※利用料は、町の助成を受けて設定しています。 

※利用料金はご利用の翌月にご自宅に郵送された納付書で指定の口座（いび川農協）に振込み、又

は社会福祉協議会窓口で支払います。 

 

【その他】活動中の損害賠償に備え、保険に加入しています。 

 

【お申込み・お問い合わせ】 池田町社会福祉協議会 池田ふれあいサポートセンター 

◆住所 〒５０３－２４１７岐阜県揖斐郡池田町本郷１６２８番地の２ 

◆受付時間 午前 8時 30分～午後 5時 15分（平日） 

◆電話 ０５８５－４５－３９１６  来室の際はお電話で予約をお願いします。 

 

予約時にご希望の場所

をお知らせください 




